
• 火山調査研究の成果を防災に役立てる包括的な体制を目指すことを提言

検討結果を踏まえ火山噴火予知連絡会が将来的に目指すべき体制

噴火災害特別委員会

火山活動評価検討会
緊急時（大規模噴火時等）
の火山防災に資する

火山活動評価にかかる検討

火山調査研究の推進のための体制

火山防災研究連携体※

平時の火山防災に資する情報交換
調査・研究の推進平時に気象庁が主体的に

行う火山活動評価
に対する科学的助言

噴火規模・様式・推移の予測研究や技術開発等を
推進し、火山災害の軽減に繋げるには様々な研究
分野・機関の壁を超えた協力が不可欠。仮想的で
も既存の研究機関の連携体制が必要

防災科研
全国の大学

産総研

土木研 気象研

民間企業火山災害発生時：
災害対策本部等

科学的な助言

緊急時に有効な活動を行うには平時からの連携（火山防災研究連携体※）を支える
仕組みとして、地震防災研究分野における地震調査研究推進本部のような体制が必要

火山調査研究検討会

A火山
検討チーム

コアメンバー
B火山
検討チーム

C火山
検討チーム

D火山
検討チーム

※火山防災研究連携体は、火山防災対策会議に報告された「火山防災対策会議の充実と火山活動が
活発化した際の協議会の枠組み等の活用について（報告）」（平成30年３月）で提言されたものである。

火山噴火予知連絡会のあり方検討結果の概要

気象庁が24時間監視を行い、噴火警報等の
発表業務を行う中で、火山活動が急に変化し
た際にも気象庁の判断で速やかに火山活動評
価ができることが重要。気象庁が主体的に行
う平時の火山活動評価に対して科学的助言を
提供することが適当

火山研究者と行政機関が協力し、
火山防災で最も重要な局面で火山
活動に関する科学的助言を提供す
る重要な役割を担うことから、火
山活動評価検討会及び火山調査研
究検討会との連携が重要
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（任務２）
火山活動評価

（任務１）
研究等成果
の情報交換

（任務３）
研究・観測体制
整備の検討

【現状】 【当面の体制】

平常時

緊急時

適宜情報交換
(定例会なし)
(全体会合なし)

噴火災害特別委員会

火山調査研究検討会設置に向けた準備会

総合観測班

（任務２）
火山活動評価

（任務１）
研究等成果
の情報交換

（任務３）
研究・観測体制
整備の検討

平時

緊急時

平時

本会議
（定例会）

幹事会
（定例）

拡大幹事会

部会

総合観測班

検討会

幹事会
（定例）

＜気象庁＞

異常時
(必要に
応じて)

火山活動評価検討会
臨時の地域会合

＜委員全体＞＜幹事委員＞ ＜幹事委員＞主体

当該火山の
検討チーム
が参画（検
討会活動開
始後）評

価
主
体
を
移
行

検討状況により
評価主体を返還

＜常時委員＞

気象庁+専門委員

常時委員+専門委員＋臨時委員

↖「WG」（現検討会・WG）は、テーマによって予知連直下や各検討会下に適宜設置する

調査観測班

常時委員+専門委員

火山噴火予知連絡会（定例会）

常時委員

３会議体の情報共有のため定期的に常時委員を招集

火山調査研究検討会

↓ ↓ ↓ まずは設置に向けた検討から↓ ↓ ↓

火山噴火予知連絡会の当面の体制の概要


